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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成26年7月24日(2014.7.24)

【公開番号】特開2012-255757(P2012-255757A)
【公開日】平成24年12月27日(2012.12.27)
【年通号数】公開・登録公報2012-055
【出願番号】特願2011-130324(P2011-130324)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｃ  21/26     (2006.01)
   Ｇ０８Ｇ   1/00     (2006.01)
   Ｂ６０Ｌ   3/00     (2006.01)
   Ｇ０９Ｂ  29/10     (2006.01)
   Ｇ０９Ｂ  29/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｃ  21/00    　　　Ｃ
   Ｇ０８Ｇ   1/00    　　　Ｄ
   Ｂ６０Ｌ   3/00    　　　Ｓ
   Ｇ０９Ｂ  29/10    　　　Ａ
   Ｇ０９Ｂ  29/00    　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成26年6月9日(2014.6.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の区間におけるエネルギー消費量を推定するエネルギー消費量推定手段と、
　エネルギーを供給するエネルギー供給手段が前記所定の区間において実際に供給したエ
ネルギー消費実績量を特定するエネルギー消費実績量特定手段と、
　前記エネルギー消費量推定手段が推定した所定の区間のエネルギー推定消費量を補正す
るエネルギー消費量補正手段と、
　前記エネルギー消費量補正手段が補正した前記所定の区間におけるエネルギー推定消費
量に所定の許容する誤差を加味した量と、当該所定の区間における前記エネルギー消費実
績量特定手段が特定したエネルギー消費実績量と、の差に応じて、前記エネルギー消費量
補正手段が補正する補正量を特定するエネルギー消費量補正量特定手段と、
　前記エネルギー消費量補正手段により補正した所定の区間のエネルギー推定消費量を用
いて、前記エネルギー供給手段が供給可能なエネルギー量で移動可能な範囲を特定して表
示する表示手段と、
　を備えることを特徴とするエネルギー消費量計算装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のエネルギー消費量計算装置であって、
　前記エネルギー消費量補正量特定手段は、前記補正エネルギー推定消費量に所定の許容
する誤差を加味した最大値よりも、前記エネルギー消費実績量が上回る場合に、上回る量
を所定の区間の前記エネルギー推定消費量の補正量として特定する、
　ことを特徴とするエネルギー消費量計算装置。
【請求項３】
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　請求項１または２に記載のエネルギー消費量計算装置であって、
　前記エネルギー消費量補正量特定手段は、前記エネルギー消費実績量が、前記補正され
たエネルギー推定消費量から所定の許容する誤差を加味した最小値より下回る場合に、所
定の区間の前記エネルギー推定消費量の補正量をリセットする、
　ことを特徴とするエネルギー消費量計算装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載のエネルギー消費量計算装置であって、
　前記エネルギー消費量補正手段は、前記エネルギー消費量推定手段が推定した所定の区
間のエネルギー消費量に前記補正量を加算する、
　ことを特徴とするエネルギー消費量計算装置。
【請求項５】
　請求項１～３のいずれか一項に記載のエネルギー消費量計算装置であって、さらに、
　前記所定の区間における統計処理されたエネルギー推定消費量補正量を外部のセンター
からネットワークを介して取得する統計補正量取得手段を備え、
　前記エネルギー消費量補正手段は、前記統計処理されたエネルギー推定消費量補正量を
用いて、前記エネルギー消費量推定手段が推定した所定の区間のエネルギー推定消費量を
補正する、
　ことを特徴とするエネルギー消費量計算装置。
【請求項６】
　請求項５に記載のエネルギー消費量計算装置であって、さらに、
　前記推定されたエネルギー消費量に所定の許容する誤差を加味した量と、前記エネルギ
ー消費実績量と、の差に応じてエネルギー推定消費量補正量を算出し、算出した前記エネ
ルギー推定消費量補正量を、前記外部のセンターへ前記ネットワークを介して送信するエ
ネルギー推定消費量補正量送信手段、
　を備えることを特徴とするエネルギー消費量計算装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか一項に記載のエネルギー消費量計算装置であって、さらに、
　所定の推奨経路を誘導する経路誘導手段を備え、
　前記所定の区間は、前記推奨経路を構成する所定の区間である、
　ことを特徴とするエネルギー消費量計算装置。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一項に記載のエネルギー消費量計算装置であって、さらに、
　車両に関する情報と、道路の構成に関する情報と、を予め記憶する記憶手段を備え、
　前記エネルギー消費量推定手段は、前記車両に関する情報と、前記道路の構成に関する
情報と、を用いて前記所定の区間におけるエネルギー消費量を推定する、
　ことを特徴とするエネルギー消費量計算装置。
【請求項９】
　エネルギー消費量計算装置によるエネルギー消費量計算方法であって、
　前記エネルギー消費量計算装置は、
　所定の区間におけるエネルギー消費量を推定するエネルギー消費量推定ステップと、
　エネルギーを供給するエネルギー供給手段が前記所定の区間において実際に供給したエ
ネルギー消費実績量を特定するエネルギー消費実績量特定ステップと、
　前記エネルギー消費量推定ステップにおいて推定した所定の区間のエネルギー推定消費
量を補正するエネルギー消費量補正ステップと、
　前記エネルギー消費量補正ステップにおいて補正した前記所定の区間におけるエネルギ
ー推定消費量に所定の許容する誤差を加味した量と、当該所定の区間における前記エネル
ギー消費実績量特定ステップにおいて特定したエネルギー消費実績量と、の差に応じて、
前記エネルギー消費量補正ステップにおいて補正する補正量を特定するエネルギー消費量
補正量特定ステップと、
　前記エネルギー消費量補正ステップにおいて補正した所定の区間のエネルギー推定消費
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量を用いて、前記エネルギー供給手段が供給可能なエネルギー量で移動可能な範囲を特定
して表示する表示ステップと、
　を実施することを特徴とするエネルギー消費量計算方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　上記課題を解決すべく、本発明に係るエネルギー消費量計算装置は、所定の区間におけ
るエネルギー消費量を推定するエネルギー消費量推定手段と、エネルギーを供給するエネ
ルギー供給手段が前記所定の区間において実際に供給したエネルギー消費実績量を特定す
るエネルギー消費実績量特定手段と、前記エネルギー消費量推定手段が推定した所定の区
間のエネルギー推定消費量を補正するエネルギー消費量補正手段と、前記エネルギー消費
量補正手段が補正した前記所定の区間におけるエネルギー推定消費量に所定の許容する誤
差を加味した量と、当該所定の区間における前記エネルギー消費実績量特定手段が特定し
たエネルギー消費実績量と、の差に応じて、前記エネルギー消費量補正手段が補正する補
正量を特定するエネルギー消費量補正量特定手段と、前記エネルギー消費量補正手段によ
り補正した所定の区間のエネルギー推定消費量を用いて、前記エネルギー供給手段が供給
可能なエネルギー量で移動可能な範囲を特定して表示する表示手段と、を備えることを特
徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　また、本発明のエネルギー消費量計算方法は、エネルギー消費量計算装置によるエネル
ギー消費量計算方法であって、前記エネルギー消費量計算装置は、所定の区間におけるエ
ネルギー消費量を推定するエネルギー消費量推定ステップと、エネルギーを供給するエネ
ルギー供給手段が前記所定の区間において実際に供給したエネルギー消費実績量を特定す
るエネルギー消費実績量特定ステップと、前記エネルギー消費量推定ステップにおいて推
定した前記所定の区間のエネルギー推定消費量を補正するエネルギー消費量補正ステップ
と、前記エネルギー消費量補正ステップにおいて補正した前記所定の区間におけるエネル
ギー推定消費量に所定の許容する誤差を加味した量と、当該所定の区間における前記エネ
ルギー消費実績量特定ステップにおいて特定したエネルギー消費実績量と、の差に応じて
、前記エネルギー消費量補正ステップにおいて補正する補正量を特定するエネルギー消費
量補正量特定ステップと、前記エネルギー消費量補正ステップにおいて補正した所定の区
間のエネルギー推定消費量を用いて、前記エネルギー供給手段が供給可能なエネルギー量
で移動可能な範囲を特定して表示する表示ステップと、を実施することを特徴とする。
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